別記様式第2号（第4条関係）


　　　　　　 　（表）　 　　　　　　　　　　　　　　　（裏）　　　　　　　
	通用　　　か月
　　　　年　　月　　日から
　　　　年　　月　　日まで

―

￥　　　　　　　様　　歳
　　　年　　月　　日　発行者
	（市控）
	
	

	定期券　通用　　　か月
　　　　年　　月　　日から　
　　　　年　　月　　日まで　

―

￥　　　　　　　様　　歳
　　　年　　月　　日　発行者

常呂総合支所発行　
	（表）
	よくお読みください。
１　本乗車券は乗降の際は必ず係員にお見せください。
２　身分証明書は必ず携行し、係員から請求があるときはお見せください。
３　本乗車券は、通用期間が切れたり不要になったときは、必ずお返しください。
４　次のような場合は乗車券を無効として回収し、これと同額の割増運賃をいただきます。
ア　使用資格を偽って請求して使用したとき。
イ　券面の表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。
ウ　記名人以外の者が使用されたとき。
エ　通用期間満了後に使用されたとき。
オ　不正乗車の手段として使用されたとき。
５　本乗車券は紛失されても再発行いたしません。
	（裏）



